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タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

　

上記の件について、 警察庁刑事局組織犯罪対策部長から令和元年８月３０日

付け警察庁丙組組企発第１４４号、 警察庁警備局長から令和元年８月３０日付

け警察庁丙備企発第１２５号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知

らせします。

　

警察庁によると、 当該要請の趣旨は、 外務大臣が令和元年８月３０日付け外

務省告示第１２９号により、 国家公安委員会委員長が令和元年８月３０日付け

国家公安委員会告示第３１号、 及び第３２号によりタリバーン関係者等のリス

トの改正

　

御ｉ表） を行ったところ、 犯罪による収益の移転防止に関する法律

（平成１９年法律第２２号。 以下、 犯罪収益移転防止法） 第８条に基づく疑わ

しい取引の届出義務を徹底されたいというものです。

　

Ｉ ＳＩＬ及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも

留意し、 引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、 犯

罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

　

なお、 最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、 タリバーン関係者等との一定の取

引について、 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国

が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法

律第１２４号） 等の規定が遵守されるよう、 貴会会員に対し一層の周知徹底を

お願いいたします。



１機 密 性 １１
警察庁丙組組企発第１４４号

警察庁丙備企発第１２５号
令 和 元 年

　

８

　

月

　

３０

　

日

経済産業省製造産業局長

　

殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部長
警

　

察

　

庁 警

　

備

　

局

　

長

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について（要請その１２７）

　

この度、別添のとおり 「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対

象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件」（令和元年８月３０日付

け外務省告示第１２９号） 並びに「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏

まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一

項の規定に基づき国際テロリストを公告する件」（令和元年８月３０日付け国家公安委員
会告示第３１号）及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国
が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の規定に
基づき、 公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件」（令和元年８月

　

３０

日付け国家公安委員会告示第３２号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる者の－

部が改正された。

　

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、 これまでも、 犯罪による

収益の移転防止に関する法律 （平成１９年法律第２２号。 以下「犯罪収益移転防止法」 と

いう。）に基づき、顧客等の取引時確認等や疑わしい取引の届出の履行の徹底が図られ、
また、タリバーン関係者等との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第
２２８ 号） 及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施す

る国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法 （平成２６年法律第１２４号。 以下

「国際テロリスト財産凍結法」という。） により規制されているところである。 最近の厳

しい国際テロ情勢に鑑み、 宝石商に対し、 この度の改正内容を周知していただくととも

に、 Ｉ ＳＩＬその他のイスラム過激派組織やその関係者が本件タリバーン関係者等に含

まれていることにも留意し、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引に

ついて犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行が徹底され、 また、タリバーン関係

者等との一定の取引について国際テロリスト財産凍結法等の規定が遵守されるよう、 よ

ろしくお取り計らい願いたい。
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国 籍

　

モ ロ ッ コ

　

旅 券 番 号 モ ロ ッ コ 旅 券

　

Ｖ０６３５９３６４

　

住 所

　

マ リ

　

名 簿に記載された年月 日

　

２０１９年８月１４日

　

名 簿 記 載 者 公 告 番 号

　

ＱＩ－２９５

　

その他参考となるべき事項

　

イ スラム・マ グレブ諸国のアル・カーイ ダ組織 （ＱＥ－８）、 ア ンサ

ー ル ・ エ ッ デ ィ ー ン （ＱＥ－５９） 及 び ジ ャ マ ー ア ・ ヌ ス ラ ト ゥ ル ・ イ ス ラ ー ム ・ ワ ・ ア ル ・ ム ス リ ミ

　

ン （ＱＥ－８３） のメ ンバ ー。 身 体 的情 報 ： 身 長１８５ｃｍ、 体 重８０ｋｇ。 ＩＤ番 号： モ ロ ッコ 国 民 のカ ー ド ＡＢ

７０４３０６。 同人に対するイ ンターポール （国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウ

　

ェブ ・ リン ク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ／Ｖｉｅｗ‐ＵＮ‐Ｎｏｔｉｃｅｓ‐ｌｎｄｉｖｉｄｕａｌ

　

Ｓ

２

　

氏 名

　

バ ー ・ ア グ ・ ム ー サ （ＢＡＨ ＡＧ ＭＯＵＳＳＡ）

　

別 名

　

（ａ）ア グ ・ モ ッ サ （Ａｇ Ｍｏｓｓ

　

（ｂ）ア ミ ・ サ ー リ ム （Ａｍｍｉ

　

ｓａｌｉｍ）

　

称 号

　

不 明

　

役 職

　

不 明

　

生年月 日

　

不 明



　

出 生 地

　

不 明

　

国 籍

　

マ リ

旅券番号

　

不明

住所

　

不明

　

名 簿 に記 載 さ れ た 年月 日

　

２０１９年 ８月１４日

　

名 簿記載者公告番号

　

ＱＩ－２９６

　

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

　

ア ンサ ー ル ・ エ ッ ディ ー ン （ＱＥ－５９） の設 立メ ンバ ー で、 ジャ マ ー

ア ・ヌ ス ラ トゥ ル ・イ ス ラ ー ム ・ ワ・ ア ル ・ ムス リ ミ ン （ＱＥ－８３） の 作戦 指 導 者。 同人 に 対 す るイ

ンタ ー ポー ル （国 際刑 事 警 察機 構）・ 国 連 安 全保 障理 事 会 特別 手 配 書 の ウェ ブ・リ ンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗ

ｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅ １ｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ



０回鮎冬鞘鰍唖嫌印旧紙１１１十１１壷

　

払Ｓ名巡回趣ｉトロ Ｋ ↓ Ｍ ≦ ′

　

名印刷長畏怖轡］鰍圏後ゑ ぐ長Ｓ ′

　

回僅鶴亀琳州墜醤敷浄くに

兆精選紙 １１に一〈十￥中靴迎薄州杖樽姿圏後鰍選や 回議１トロ Ｋ」Ｓ無機Ｓ餐撰納湿誕ヤ 糞蚕鵜融

拠 （許後“＋に肘雄母紙ｌｍｌｌ十図中） 紙１１１嫌紙１１轡Ｓ粟股髪磯でれ′

　

糸ＳＡＪ異怠印綬や ｏ

　　

ｄに腰 峠貼 く 映ｔ１１十 ｍ

名 簿 記 載 者 公 告 番 号ＱＥ－１０（ア ルイ ティ ハ ー ド・ ア ルイ ス ラ ミ ヤ（ＡＬ－ＩＴＩＨＡＡＤ ＡＬ‐工ＳＬＡＭ工ＹＡ（ＡＩＡ工）））

１

　

変 更 前

　

名 称

　

ア ルイ テ イ ハ ー ド・ア ルイ ス ラ ミ ヤ （ＡＬ‐ＩＴ工ＨＡＡＤ ＡＬ‐ＩＳＬＡＭ工ＹＡ （ＡＩＡ工））

　

名 簿 に記 載 され た 年月 日

　

２００１年１０月 ６ 日 （２００７年１２月２１日、 ２０１１年１２月１３日 及 び２０１３年 ３月１８

日に改訂）

　

その他参考となるべき事項

　

ソマリアとエチオピアにおいて活動 していると報告されている。 ２０

１２年 ２ 月 に ア イ マ ン ・ ム ハ ン メ ド・ ラ ビ ・ ア ル ・ ザ ワ ヒ リ （Ｑエー １） に よ っ て ア ル ・ カ ー イ ダ （ＱＥ

－ １） の 支 部 と して 認 め られ た ハ ラカ ト・ ア ル ・ シャ バ ー ブ・ ム ジャ ー ヒ ディ ー ン （ア ル ・ シャ バ

ーブ） に合併 した。 ソマリア及びエリ トリアに関する安全保障理事会決議１８４４（２００８年） において

定 め ら れ た 制 裁 措 置 の 対 象 に も 指 定 さ れ て い る （参 照ｗｗｗ．ｕｎ．ｏｒｇ／ｓｃ／ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｓ／７５１／ｉｎｄｅｘ．ｓｈｔｍ



１）。 指 導 部 に はハ ッ サ ン・ ア ブ ドウ ッラ ー ・ ヘ ル シー ・ ア ル ・ トゥル キー （ＱＩ－９２） 及 びハ ッサ ン

　

・ ダ ヒ ル ・ ア ウ ェ イ ス （Ｑエー１９） が い る。 ＡＩＡ工

　

は ア ル ・ ハ ラ マ イ ン ・ イ ス ラ ム 財団 （ソマリア） （Ｑ

Ｅ－２２） を通 じて資金を得ている。 安全保障理事会決議１８２２（２００８年） に基づく 見直しは２０１０年６

月２１日 に 終了 した。

２

　

変 更後

　

名 称

　

ア ルイ テイ ハ ー ド・ ア ルイ ス ラ ミ ヤ （ＡレエＴＩＨＡＡＤ ＡＬ‐ＩＳＬＡＭＩＹＡ （Ａ工ＡＩ）

　

（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒｉｐｔ：ず ｙｈ屋ｙ－））

　

名 簿に記載された年月 日

　

２００１年１０月 ６ 日 （２００７年１２月２１日、 ２０１１年１２月１３日、 ２０１３年 ３月１８日

及 び２０１９年 ８月 ９日に改訂）

　

その他参考となるべき事項

　

ソマリアとエチオピアにおいて活動 していると報告されている。 ２０

１２年 ２月 に アイ マ ン・ ム ハ ンメ ド・ ラ ビ・ ア ル ・ ザ ワヒ リ （ＱＩ－ １） に よっ て ア ル ・カ ーイ ダ （ＱＥ

－ １） の 支 部 と して 認 め られ た ハ ラカ ト・ ア ル ・ シャ バ ー ブ・ ム ジャ ー ヒ ディ ー ン （ア ル・ シャ バ

ーブ） に合併した。 ソマリア及びエリ トリアに関する国連安全保障理事会決議第１８４４号 （２００８年）

にお い て 定 め られ た制 裁 措 置 の 対 象 に も指 定 さ れ て いる （参 照ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｕｎ．ｏｒｇ／ｓｃ／ｓｕｂｏｒｇ／ｍ／

ｓａｎｃｔｉｏｎｓ／７５１）。 指 導 部 に は ハ ッ サ ン ・ ダ ヒ ル ・ ア ウ ェ イ ス （ＱＩ－１９） が い る。 Ａ工Ａ工

　

は ア ル ・ノ・

ラマイ ン・イ スラム財団 （ソマリア） （ＱＥ－２２） を通 じて資金を得ている。 国連安全保障理事会決



議第１８２２号 （２００８年） に基づく 見直しは２０１０年６月２１日に終了 した。 同団体に対するイ ンターポー

ル （国 際刑 事 警 察機 構）・ 国連 安 全保 障 理 事 会 特別 手 配 書 の ウェ ブ・リ ンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏ

ｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ－ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅ Ｖｉｅｗ－ＵＮ－Ｎｏｔｉｃｅｓ‐Ｅｎｔｉｔｉｅｓ
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［１． ～

１７５．

～ １ ７４．

　

同左］

アルイテイーハー ド・アルイスラミヤ （ＡＩＡ工）

　

ＡＬ‐ＩＳＬＡＭＩＹＡ

ＯＩ年１０月６日 （２

　

旧称：不明

　

所在地：不明

　

国連制裁委員会による指定日

　

０ ０７年１２月２１日、 ２０１１年１２月 １３日及び２０

７４‐

　

略］

アルイテイハー ド・アルイスラミヤ （ＡＩＡＩ）

ＡＬ‐ＩＴＩＨＡＡＤＡＬ‐ＩＳＬＡＭＩＹＡ／ＡＩＡＩ

旧称：不明

所在地：不明

国連制裁委員会による指定日：２００１年１０月６日 （２

００７年１２月 ２１日、 ２０１１年１２月１３日、 ２０１

３年３月１８日及び２０１９年８月９日に改訂）

その他の情報：ソマリアとエチオピアにおいて活動してい

ると報告されている。 ２０１２年２月 にアイマ ン・ムハン

メ ド・ラ ビ・アル・ザワヒリ （１５８く． に指定した個人） に

よってアル・カーイ ダ （１６６．に指定した団体）の支部と

して認められたハラカト・アル・シャバーブ・ムジャーヒデ

１３年３月１８日に改訂）

その他の情報：ソマリアとエチオピアにおいて活動してい

ると報告されている。 ２０１２年２月 にアイマ ン・ムハン

メ ド・ラ ビ・アル・ザワヒリ （１５８． に指定した個人）

によってアル・カーイ ダ （１６６． に指定した団体） の支

部として認められたハラカト・アル・シャバーブ・ムジャ
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［１７６

７

　

７

　

７

る。 ＡＩＡＩ

　

はアル・ハラマイ ン・イスラム財団 （ソマリア）

（２８７． に指定した団体） を通じて資金を得ている。 安
全保障理事会決議１８２２ （２００８年） に基づく見直し
は２０１０年６月２１日むこ終了した。

～７７６．

　

同左］

　

体） を通じて資金を得ている。 国連安全保障理事会決議第

　

１ ８ ２２号 （２００８年） に基づく見直しは２０１０年６

　

月 ２１日に終了した。 同団体に対するインターポール （国

　

際刑事警察機構） ・国連±全保障理事会特別手配書のウェ

　

ブ・リンク ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ．ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ‐ｗｅ‐ｗｏｒｋ

　

／Ｎｏｔｉｃｅｓ／ Ｖｉｅｗ‐ＵＮ‐Ｎｏｔｉｃｅ Ｅｎｔｉｔｉｅｓ

～７７６．

　

略］

・ アリ・マイ チョウ（別名：（ａ） アブ ドウルラフマーン・アル・

マ グレビ（ｂ） アブ ド女ルラフマーン・レ・マロケン（ｃ）アブ・

アブドウルラフマーン・サンハジ

ＡＬＩ

　

ＭＡＹＣＨＯＵ

（ｏｒｉｇｉｎａｌ

　

ｓｃｒＩｐｔ： 勇≠」”ふ ） ＼

［１７６．

［新設］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

組織 （１７３． に指定した団体）、アンサール・エッディー

ン （６３５．に指定した団体）及びジャマーア・ヌスラトウ

ル・イ スラーム・ワ・アル・ムスリミン （７７０． に指定し

た団体）のメンバー。身体的情報：身長１８５ｃｍ、 体重８０

ｋｇ。 同人に対するインターポール （国際刑事警察機構） ・

国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：ｈｔｔｐｓ：

／／ｗｗｗ．ｉｎｔｅｒｐｏｌ，ｉｎｔ／ｅｎ／Ｈｏｗ－ｗｅ‐ｗｏｒｋ／Ｎｏｔｉｃｅｓ／Ｖｉｅｗ‐ＵＮ－

Ｎｏｔｉｃｅｓ‐工ｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ

き
凶

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

［新設］バー・ア グ・ムーサ （別名：総）アグ・モッサ（ｂ）アミ・サー７

　

７ ８．

リム）

ＢＡＨ ＡＧ ＭＯＵＳＳＡ （ａ．ｋ．ａ．：（ａ）Ａｇ Ｍｏｓｓａ（ｂ）Ａｍｎｉｓａｌｉｍ）

称号：不明

役職：不明

生年月日：不明

出生地：不明

国籍：マリ

旅券番号：不明

エＤ番号：不明

住所：不明

国連制裁委員会による指定日：２０１９年８月 １４日
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